
（６）その他 

宮城県石巻商業高等学校同窓会会則 
１条  本会は宮城県石巻商業高等学校同窓会と称する。 

２条  本会は下記の事項を以て目的とする。 

       １．会員相互の親睦共栄を図ること。 

       ２．母校と連絡を保ちその発展助長を図ること。 

３条  本会は石巻実業補習学校，石巻商業学校，宮城県石巻商業高等学校，同併設中 

学校ならびに同校に在籍せる者を以て会員とし，同校教職員を客員とする。 

４条  本会は毎年１回定期総会を開き，定期総会を開催するための当番幹事学年を置 

く。ただし，必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

５条  本会は会員の拠出金および寄付金によって運営するものとする。 

６条  本会会員は入会金１，０００円，終身会員として会費６，６００円を拠出する 

ものとする。 

７条  入会金，会費の運営については総会の決議を経なければならない。 

８条  本会に下記の役員を置く。 

     役員の選出は役員会で決定し，総会に報告する。 

     会長１名，副会長若干名，会計１名，幹事２名，常任幹事若干名。 

     幹事各卒業年度および各支部長若干名。 

９条  本会に顧問，参与を置くことができる。顧問・参与は役員会の推薦により会長 

これを委嘱する。 

１０条  会長は本会を代表し，会務を総括する。 

１１条  副会長は会長を補佐し，会長事故あるときはこれを代理する。 

１２条  常任幹事は学年幹事，各支部長の中より，会長これを委嘱し，協議して会務一 

切を処理する。  

１３条  幹事は会務に参与し，常任幹事と連絡して会務の進行に任ずる。 

１４条  役員の任期は２カ年とする。ただし，再選を妨げない。 

１５条  本会に必要に応じ，本会員１０名以上在住の地域に支部を置くことができる。 

    支部長は支部会員の互選により，会長これを委嘱する。 

１６条  本会は母校内「石巻市南境字大樋２０番地」に事務局を置く。 

     事務局に次の役員を置く。 

     事務局長１名，事務局次長１名，係若干名。 

１７条  本会員死亡の際は弔意を表すものとする。 

１８条  本会の行事計画，予算案は役員会で決定し，総会に報告する。 

１９条  本会会則を変更する場合は役員会で決定し，総会に報告する。 

昭和２９． ４． １   

昭和５０．１０．１７改正 

平成 ４．１０．１７改正 

平成１６．１０．２３改正 

                           平成２２．１０． ８改正 

                           平成２７．１０．１７改正 


